
様式第1－1号

轄理番号 49

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・副| |育子）

経費項目 誌砺蹟･研修費臆聴畷費蕊鯛謂識漬⑳齢H鰄費鰯駒畷壊蕊費事翻讃人件費
内 容 団会議（高速料金）

年月 日 令和3年8月 3日～ 年 月 日 金額 2， 350円

目的
云UKI']云謬ILJoV，L，安員云貝価]uﾉﾄﾉﾘ谷寺1－マーノレ、kf」b石.邪ﾉｰ巳E1JZJ

使途
向唾牛訓垂｛ 電工戸… 月荊山J 同荊四J ～園二口1 l ノ

政務活動。

県政との

関連性

云"lK云壷笹1jVロ、、月疋1ﾂﾘ云安一員1n][ﾉﾉ''1谷寺IL一一jV1t』忌兄梁狸と1JV遅〒1友Uﾉ垢J異I上』又

映していく

、､W只J1X言尹Ipl,｣1十〃／

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

グザ鰐『、
i料金所(自） 富士

｜料金所(至） 静岡

21年8月 3日

9時50分

通行料金 ￥1， 260－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

取扱番号

A12108-031321-440431 ⑬
※通行料金は消費税率10%対象です
※本利用証明書はETC利用照会サー
ｽで印字されたものです｡
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ゴャ
NEXrn

中日本

料金所(自） 静岡

料金所(至） 富士川スマート

21年8月 3日
18時10分

通行料金 ¥1, 090-

(ETCﾙｼﾞﾌﾄ）

車種 1

取扱番号

A12108-031321-440837 ⑬
※通行料金は消費税率10％対象です．
※本利用証明書はETC利用照会サービ
ｽで印字されたものです｡
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

卿Ⅸ言…(aノ

2， 350円

案分率(b)

／

100%

与勺河口翠冥弄！ ロ ！f呪1回ハUノ

2， 350円



様式第1－1号

鑿琿番号 1 50

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

零=一100％

目的
犀不へ狸Iｰ一v ‐廷唇ノロ圭塞~色－1 Jノ

使途
高速料金（静岡～富士川 ）

政務活動・

県政との

関連性

ていく 。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書I

一等
NEX仁□

中日本

料金所(自） 静岡

料金所(至） 富士川スマート

21年8月 4日

’

14時59分 ’

ー逼存蒋蚕一軍~了元-5-5-＝
(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

取扱番号

A12108-041321-442030 、
※通行料金は消費税率'0%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会ｻｰ
ｽで印字されたものです。

’

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

蚕峠奄ワ

経費項目 調識職識･研修鶉腫職広綴脅霞隷瀧頴鱸･会議費鯛儒⑳･事務費･謡弼讃･人件費

内 容 書籍購入

年月 日 令和3年8月 5日～ 年 月 日 金 額 2， 220 円

目的

使途
白不日 Kロ ’ 丁、里、 Uノーげふグレー"弓 ロ匡磑ロー砧ニダレ」ノ…、、… J尋'rl

関連性

謂勿ロノノレー4ーノレ側入↑打止〃ヨロ1ノノソガノ、ソ一こしt･･雪盲J,ソ1月祁江HX朱L〆苛 1柔Uノ謂勿画しﾉ祠|幻

止対策や依存症対策について政策提言し県政に反映していく

己宅ロン語 レや胃〃、HB 容 ﾛ ﾛ "”

※請求書別

※著者からの蕊鐵の為、値引き価格

日

ご利用ありがとうございます。

内容をご確認いただきお持ち帰りください。

06.520.38 (裏面もご覧ください）

｜

’
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’

年月 日

031 081 0!

振替先店番･科目･口座番号
1，｢

』竺L

銀行番号

語語

■
録
■

” 取扱

■

” 取扱

店番号店番号店番号店番号

照■■占 ’わ』Ⅸ店｜お取照■■占 ’わ』Ⅸ店｜お取

科目

ﾛ■
I |内容

■細

1 1句管引内容

科目

ﾛ■
I |内容

■細

1 1句管引内容

’｜’｜画
一
蝿

〃

｜

蠅

〃

｜

蠅

一一

II

’ ｜お引出し
'篭叫緊R*(葡弘粟職鯉

’ ｜お引出し
'篭叫緊lW葡弘粟職鯉

おつりおつりおつり

ﾄｬｯｼﾝｸﾞ 手数料手数料手数料

￥44〔￥44〔￥44〔

口座番号

■■■■■
お取引金額

￥1 ，78〔

燕呼王亨FFFy可呼~TM

残 高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊】

時刻

14h45 0127

お取扱い
できない場合

ハヤカワ イグコ様

TELO545-62-4645

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2， 220円

案分率(b)

／

100％

』ユ函1回里却冥へ！叩?Z魂、ログ、Uノ

2， 220円
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様式第1－1号

華琿番号 1 52

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

目的

ﾄｰ=－－－－1
使途

時事行財政情報購読料（7月分)、振込手数料

関連性

牌ヂゞ、 l月刊』檸延1Jv ・クT郡跳Vｰハコレ廷]メヒ戸一＝~＝‐Ⅳ則旦1J入榧匙寺延.I 』ノノL=いノ

､、1』只4匹盲現口.I,｣1千〃'

日

……
ご利用ありがとうござ

内容をご確認いただき

います。

お持ち帰りください。

06.520.38 （裏面もご覧ください）

I

I

年月 日
－

U3I UU： U（

振替先店番･科目･口座番号振替先店番･科目･口座番号
0

4 6
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11（
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b

店番号
■■■■

お取

手
午
■

Ⅱ
Ｉ

目
。

]谷

口座番号

■■■■■
お取引金額

筐ノ ノ ｜のワ 廿 し 手4ヮU/L

お職搬| 《郭

おつり

常
瑠
イ
ー

ー
綱
一

一
獅
一

岬‘＊【蝿｣恥剛l*I叩塵I*!*トリ*鍬

残 高
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊オ

ｷｬｯｼﾝｸﾞ 手数料

￥440

時刻

14'49 0135

お収吸い

できない喝合

ツヒ､､シコーエフシ蝿エイ

ラノモン

芽通2043260

） シ､､シ画 シ””ヤ様

ヤカワ イワコ様
ELO545-62-4645

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4， 510円

案分2 z(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4, 510円



〒416-0908
静岡県富士市柚木460-7

公明党静岡県議団
早川育子様

お客様番号■■■■

主
目

二
二
口 求書

公明党静岡県議団
早川育子様

請求金額
（消費税等

4,O70円
370円を含む）

請求期間令和3年7月 1 日～令和3年7月31 日

配信ラ

早川育子

''（ 消劉’｜ 淵‘
JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ）

合計 4,07C

までお願い致します。 (TELO54-252-1823)この件についてのお問合せは、 静岡総局

郵便局又は、下記の金融機関へお振り込み下さい。
振替口座 00110-8-58000
みずほ銀行 内幸町営業部 普通
三井住友銀行 日比谷 普通
三菱UFJ銀行 虎ノ門 普通
りそな銀行 虎ノ門 普通
横浜銀行 新橋 普通
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〒416-0908

静岡県富士市柚木460-7

公明党静岡県議団
早川育子様

お客様番号'■■■■■

領収証
公明党静岡県議団
早川育子様

領収金額
（消費税等

4,O70円
370円を含む）

期間令和3年7月 1 日～令和3年7月31 日

数量’ 月額 ｜月配信

''（ 消劉’
伺
即
Ｕ

ｎ
Ｕ
、
０
〃

『
〃
，
ｎ
Ｖ

９
『
Ｊ
Ｊ

ｎ
屯
〕
、
く
》

JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ） 早川育子

4,07[合計

上記の通り領収いたしました。
この件についてのお問合せは、 静岡総局

時蕊
発行責任者経理局長
事務担当者集計部長

までお願い致します。

03-3524-6081

03-3524-6100

(TELO54-252-1823)

⑳

領収日

領収番号 1543827



様式第1－2号

可一言~5可

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

専門医による講演会や機関誌等を通じ、アレルギー疾患に対する正しい治療法・知識の普

及､患者相互による相談会の開催などを通じ､アレルギーに悩む患者の症状軽快を目指し、

社会に貢献する。

会の趣旨・

目 的

･専門医による講演会の開催

･定期的な情報誌の発行

･相談会の開催

会の活動

内容等

国民病ともいわれるアレルギー疾患に関し、治療法や患者さんの社会生活に関する情報を

収集することにより、今後の県のアレルギー政策に反映させていく

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

※添付書類:団体の会則.事業概要.⑳(亮隷 ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4， 152円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

4， 152円
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印紐税申告納

付につき麹町

税務署承認済
｜
’

キミ酌才冊円 店番 日▽堀番号

)3-08-il 23357 A93190014

取扱店 シス オカクンチョウナイ

払込口座 0 えn-I, 109985

札斗入今類l * 4．0001料金｜ ＊152

早川育子 彫

.,偏剣,､‘、－－1帝… I

|振替受付票
払込みの証拠と
なるものですか
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
(ゆうちよ銀行）

額 ＊5， 152
り ＊1，000

1月に各種料金を改定します。詳細

は当行WEBサイトをご覧下さい。



特定非営利活動法人日本アレルギー友の会定款

第1章総則

（名称）

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本アレルギー友の会という。

（事務所）

第2条 この法人は、事務所を東京都江東区住吉2丁目6番5号に置く。

（目的）

第3条 この法人は、アレルギー性疾患に関する情報を収集して正しい知識を

広め、その対策の確立と推進を図り 、気管支喘息やアトピー性皮唐炎な

どの患者の社会復帰、並びに福祉の向上に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動

を行う。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（2）環境の保全を図る活動

（事業の種類）

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事

業として、次の事業を行う。

（1）アレルギー性疾患に関する治療及び機能の回復に関する必要なる

施策の充実強化を図るための啓蒙、広報に関する事業。

（2）アレルギー性疾患、特に気管支喘息、 アトピー性皮膚炎を有する

者の治療相談及び社会復帰のための相談に関する事業。

（3）定期会報及びアレルギーに関する図書、雑誌の刊行。

（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

寺

第2章会員

（種別）

第6条 この法人の会員は、次の8種とし、正会員をもって特定非営利活動促

進法（以下「法」 という。 ）上の社員とする。

（1）正会員 この法人の運営に積極的に関わり、責任の一端を担うこ

とができ又定期総会及び臨時総会へ出席が可能で、議決権を有する

個人

（2）普通会員 この法人の目的に賛同して入会し、本法人の運営に関

わることが無く又総会へ出席する必要のない、総会の議決権を有し

ない個人及び団体



(3)Web会員 この法人の目的に賛同して入会し、 当会ウェブサイト

の会員限定サイトを閲覧することのみができる個人

(4)名誉会員本法人のために特に功労のあった者又は学識経験に優

れた者で総会に於いて推薦され入会した個人

（5）医師賛助会員医師たる資格を有し、 その医学知識と経験により

この法人の目的に寄与することのできる個人

（6）医療者賛助会員薬剤師・看護師等の資格を有し、その医療知識

と経験により、 この法人の目的に寄与することのできる個人

（7）法人賛助会員 この法人の目的及び第5条の事業に、賛同し、支

援することができる法人。及び社会貢献活動に積極的である企業

として理事会が推薦する法人

(8)パートナー会員 この法人の目的に賛同し、活動に寄与すること

のできる個人。ただし理事会が認めた場合に限る。

2 この法人に常任顧問を置くことができる。

（1）常任顧問は理事の推薦により理事長が委嘱する。

（2）常任顧問は本法人の運営等に関して理事長の諮問に答え、又は理

事長に対して意見を述べる。

（3）常任顧問の任期は2年とする。 ただし、再任は妨げない。

3 この法人に顧問を置くことができる。

(1)顧問は理事の推薦により理事長が委嘱する。

(2)顧問は本法人の目的及び第5条の事業に協力することができる。

(3)顧問の任期は特に定めないが、本事業等に協力ができる期間とす

る。

ｳ

､

（入会）

第7条 会員（パートナー会員を除く （以下同様） ）の入会について、特に条

件は定めないが、この法人の目的に賛同する個人及び団体（法人も含む）

とする。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込

書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り 、

入会を認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由

を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

（入会金及び会費）

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな

らない。

（会員の資格の喪失）

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出したとき。



（2）本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体

が消滅したとき。

（3）継続して2年以上会費を滞納したとき。

（4）除名されたとき。

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会

することができる。

（除名）

第1 1条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを

除名することができる。

（1）この定款に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該

会員に弁明の機会を与えなければならない。

（入会金及び会費の不返還）

第12条既に納入した入会金、会費は、返還しない。

第3章役員

（種別及び定数）

第13条 この法人に、次の役員を置く。

（］）理事3人以上1 1人以内

（2）監事1人

2 理事のうち1人を理事長とし、 1人以上2人以内を副理事長とする。

（選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三

親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶

者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれる

ことになってはならない。

4 法第20条各号いずれかに該当する者は、この法人の役員になるこ

とができない。

5． 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

（職務）

第1 5条理事長は、 この法人を代表し、 その職務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長



が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職

務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の

議決に基づき、 この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不

正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があること

を発見した場合には、 これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事

に意見を述べること。

（任期等）

第1 6条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員

が選任された場合は、 当該総会が終結するまでを任期とする。また、

任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後

最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前

任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。

（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、

遅滞なくこれを補充しなければならない。

（解任）

第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により 、 これを

解任することができる。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった

とき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該

役員に弁明の機会を与えなければならない。 ．

（報酬等）

第1 9条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬をうけることがで

きる。



2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することが

できる。

3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て理事長が別に定める。

第4章 会 議

（種別）

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

（7）役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資産の管理方法

（'0)借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除

く。第48条において同じ。 ） その他新たな義務の負担及び権利

の放棄

（’1）解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

（13)その他運営に関する重要事項

（総会の開催）

第23条通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により

招集の請求があったとき。

(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

（総会の招集）

第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった



ときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を

記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法により 、開催の日の少な

くとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）

第25条総会の議長は、 その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することは

できない。

（総会の議決）

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ

通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の

過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）

第28条各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ

通知された事項について、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもっ

て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ

る。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用について

は出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事

の議決に加わることができない。

（総会の議事録）

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。

（1）日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数（書面、 ファクシミリ又は電磁的方法に

よる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記す

ること。 ）

（3）審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、

記名押印又は署名しなければならない。



（理事会の構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（,理事会の権能）

第31条理事会は、 この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した

書面により招集の請求があったとき。

（理事会の招集）

第33条理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を

招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を

記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法により 、開催の日の少な

くとも5日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）

第34条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の議決）

第35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじ

め通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。

（理事会の表決権等）

第36条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ

通知された事項について書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって

表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第，項の適用につ

いては、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事

の議決に加わることができない。



（理事会の議事録）

第37条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
ばならない。

（1）日時及び場所

(2)理事総数、 出席者数及び出席者氏名 （書面、 ファクシミリ又は電

磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。 ）

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2

人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5章資産

（構成）

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

（資産区分）

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種と
する。

（管理）

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経~て、
理事長が別に定める。

第6章 会 言I－
pI

（会計の原則）

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなけれ
ばならない。

（会計区分）

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。

(事業年度）



第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に

終わる。

（事業計画及び予算）

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長

が作成し、総会の議決を経なければならない。

（暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない

ときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度

の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第46条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、

既定予算の追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算

に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事

の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、 次事業年度に繰り越すものとする。

（臨機の措置）

第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の

負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ

ればならない。

第7章定款の変更､解散及び合併

（定款の変更）

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の

4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定す

る事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なけれ

ばならない事項を除く。 ） したときは、所轄庁に届け出なければならな

い。

（解散）

第50条 この法人は､次に掲げる事由により解散する。

(］）総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能



（3）正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の

4分の3以上の議決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

（残余財産の帰属）

第51条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。 ）

したときに残存する財産は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法

人のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
や

（合併）

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分

の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章公告の方法

（公告の方法）

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲

載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公

告については、 この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行なう。

第9章事務局

（事務局の設置）

第54条 この法人に、 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

（職員の任免）

第55条事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

（組織及び運営）

第56条事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

第10章名誉理事長

（名誉理事長）

第57条 この法人は、永年理事長に従事し、 この法人の発展に著しく貢献をし



た者に対し、理事長の退任後2年間、名誉理事長の称号を与えることが

できる。 なお、再任は妨げない。

2 名誉理事長は、 この法人の運営に対する指導、助言を行うことがで

きる。

3 名誉理事長は、理事会において任命する。

第1 1章雑則

（細則）

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長

がこれを定める。

氏

附則

1 この定款は、 この法人の設立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第1 6条第1項の規定にかかわらず、

この法人の設立の日から最初の通常総会の日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、 この法人

の成立の日から平成15年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわら

ず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、年会費4千円

とする。

別表 設立当初の役員

（役職名）

理事長

副理事長

理 事

監 事

（氏名）

上野光子

この定款は、平成30年3月10 日より施行する。



会費規程

第1条NPO法人日本アレルギー友の会の会員の入会金および年会費は次のとお

りとする。

ただし､既に会員であるものについては､従前通りとする。

(1)正会員 …入会金無料／年会費4,000円

(2)普通会員 …入会金無料／年会費4.000円

(3)医師賛助会員…入会金無料／年会費6,000円

(4)法人賛助会員…入会金30.000円 ／年会費120,000円

第2条名誉会員は入会金･年会費は無料とする。

第3条パートナー会員は入会金･年会費は無料とする。

第4条入会時に納入すべき入会金と会費は､入会申し込み時に納入しなければ

ならない。

当該年度の10月以降において入会申し込みをした法人賛助会員が納付

する初年度の年会費の額は、第1条第4号に関わらず年会費の1/2とす

る。

第5条

第6条本規程は､総会の承認を経て､改定することができる。

附則

この規程は､平成24年5月27日総会承認後から実施する。



様式第1－2号
’

鑿理番号 54

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

云uj趣百・

目 的
－■ユ 鼻 ユー廿＝g一一 ■ も ロー▲ 一面ha■仁 一 ■ ■ ■ △ 凸■ 些一 毎一℃一一 ■ 七一rザ ■ 、一

会の活動

内容等

…r.j唾回り密1コ”1口酔云、詞=I JUハWｰ一・Jロ丹Z呆云、 "Iローォピ〆I和I'犀

･患者間の交流会の開催

･会報の発行

政務活動

県政との

関連性

･

1句、 ロ マーー､し、fざ丁降目ー時曹、■ ‐五四EJTーIベン､ pH”J，U一、J巴、R－fレーー『一一一pHローU～ノーdFT－T…

集することにより、今後の県の難病政策に反映させていく

＜領収書貼付枠＞

ﾇ‘｣紙

※添付書類:団体の会則.事業概要.心血(淑約 ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領I又書金額(a)

1， 152円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1， 152円



一一一一一酉一一＝－＝－…一一＝＝一口学

ご利用明細票
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1
1

鶴 ’

お取扱日 Iど香 l gv才乃蕃二

03－08－1 1 ZJ,jbi l-A93190013
取扱 店 シス・オカケンチョウナ.イ

払込口 座 JU870-9 905n

払う入金認 ＊1． 0001料金｜ ＊152
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轆
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叱
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．
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．
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．
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．
Ｆ
７
１
’

画
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恥
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図
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冬
鈩
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｝
平?.墾型旦
4--竺二

昂;'宣髻

幟1
蹴轆蠅ミー

g Ⅱ , ． 1 m1 ， ． 5町＝

i l ,j':/"〃ol
j･も』’

’

|振替受付票
払込みの証拠と
なるものです力
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
（ゆうちよ銀行）

入金額 ＊1， 200
おつり ＊48

1月に各種料金を改定します。詳細
は当行WEBサイトをご覧下さい。



【富士市難病患者・家族連絡会】

【規約】

第1条（名称）

本会は富士市難病患者・家族連絡会（略称：市難病連）と称し、事務所を

会長宅に置く。

第2条（目的）

本会は原因や治療方法がわからない等の病気や障害などで苦しんでいる

患者とその家族が団結し、社会の正しい認識と理解を深めると共に医療と

福祉対策の強化をはかる。

第3条（事業）

前条の遂行のため次の事業を行う。

1 ． 他難病団体の情報交換および参加団体の相互協力。

2市・地方自治体および市内の医師会・歯科医師会との密接な連携を保ち

協力を要請する。

3 医療福祉に関する各種団体と交流し、共に運動を進める。

4． 医療相談会・講演会・交流会・学習および研修会等の開催と、会報誌の

発行を行う。

5． その他、目的遂行のための必要な事業。

第4条（構成）

1 難病患者および患者家族会員と、本会の目的及び事業に賛同する

賛助会員をもって構成する。

2． 会費 会貝 1 ，000円／年

賛助会員 1口 2，000円／年以上とする。

（総会）

総会は最高の議決機関であり、理事会の議決をもってその開催を決定

する。

総会においてはこの規約と別に定める規定がある他、次の事項を決議

する。

規約の変更

決算害・予算害並びに事業報告書及び事業計画書の承認

役員の承認

その他重要な事項

第5条

1 ．

2．

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４

く
く
く
く

－1－



第6条

1 ．

2．

（組織及び運営）

本会は理事会によって運営される。

理事会は最高の執行機関であり、会員・賛助会員および有識者の

中から選出された理事をもって構成される。

理事は代理の出席が認められる。

理事会は必要に応じて開催される。

理事会は総会に提出する議案の作成及び総会で決定した事項並びに

会の運営上必要な事項を執行する。

理事会の議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。

、
Ｉ
ノ
、
Ｉ
ノ
、
１
ノ

い
伯
ハ／ｆｌ
、

(二）

第7条 （役員）

本会は次の役員を置く。

会 長 1名 会 計

副会長 1名 理事

事務局長 1名 会計監査

事務局長次 1名

役員の任期は2年とし再任は妨げない。

1名

若干名

2名

第8条（会計）

1 本会の経費は会費・賛助会費・寄付金・助成金及びその他の収入もって

あてる。

2． 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする

第9条 （内規）

本会に必要な細則は内規をもって別に定める。

※付則

本規約は昭和60年7月7日をもって発効する。

平成28年4月16日改正

平成29年7月 1日改正

平成31年4月13日改正

－2－



様式第1－1号

雲番号 I 55

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

､

情報梗集のための購読
目的

時事行財政情報購読料（8月分)、煽さ手数料
使途

日々、情報収集を行い県政に対して提言･要望･調査依頼等を行うため政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼N枠＞
ご利用： 季静岡銀，

……

ご利用ありがとうございます｡

内容をご確認いただきお持ち帰りください｡

’日

｜
｜

’

’
’
1

’

06.520.38 （裏面もご覧ください）
1 - 一一一一=一 一 一 一一・ - - ---= 一= - --=---= 画 I

年月 日

034 08i 2<

振替先店番･科目･口座番号
1，㎡

』廷6

行番号
ﾛ■■■

制
服
■

ユロー

科目 ｜ 口座番号

F即鍋
口
日

二
蝿 l内容｜ お取引金額

７
雨

７
頭

２
扇
繩
一
癖

出し’ ￥4，071

おつり 残 高

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊．

ｷｬｯｼﾝｸﾞ 手数料

￥44L

時刻

1301 0172

お取扱い
で勇ない蝿合

ミスいホ

ウチツイワイチョウ

普通1598455

力）シ“シいシ”ン自ノヤ様

ハヤカワ イワコ様

TELO545-62－4645

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4， 510円

謡號 z(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

4， 510円



〒416-0908
静岡県富士市柚木460-7

公明党静岡県議団
早川育子様

お客様番号■■■■

主
目

二
雪
口 求書

公明党静岡県議団
早川育子様

請求金額
（消費税等

4,O70円
370円を含む）

請求期間令和3年8月 1 日～令和3年8月31 日

臣額

3,70C

370)

配信 請夛

''（ 消劉’
JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ） 早川育子

4,07C合計

この件についてのお問合せは、 静岡総局 までお願い致します。 (T

振込人名の先頭に請求番号を入力して下さい。
送金手数料はお客様負担でお願いします。

議言鰐職蜘諏』です
発行責任者経理局長
事務担当者集計部長
下記振込先の口座名義

郵便局又は、下記の金融機関へお振り込み下さい。
振替口座 00110-8-58000
みずほ銀行 内幸町営業部 普通 1598455

⑳三井住友銀行 日比谷 普通 0930051
三菱UFJ銀行 虎ノ門 普通 2043260
りそな銀行 虎ノ門 普通2071079
横浜銀行 新橋 普通0125917

(TELO54-252-1823)

請求日

請求番号 1549930

蕊
i=l

傘
、

■ ■

信電



様式第1－1号

…番号 ！ 56

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

目的

－

一凹ﾛも■ 甲一戸…■ ~ ー■ 弓、 ーグ屯ゲーレ召一ﾛ寸一、一ロ戸包 一ﾛ ロ日 Dど ■一一 ■ 石4己 一目 ■ーーー0勺＝

使途
エユ塵貧1羽｢邑工

駐車料金

～胃予'四'1土1異 ノ

以輌1国勤一

県政との

関連性

していく

＜祠貝収書貼1可科目,沙

※支払者早JII育子

※駐車料金の領収証は別紙

I

鏑
限
蹄
諦
蠅
王

Ｔ
入

冒
Ⅱ
剤

恥，‘；
〔クレジッ

圭
百

０
２

２
￥

21 ．－8．25
,920(消剛鰐i』み）

ﾄ扱い〕

@臥商品 JR蕊車券霞 JR t

識:職蝋
(東）新富士剛

｜ 新富士MW801姉60034-02

■ ， p

1 CKerS

様

’
案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

缶IIT7垂錘領収令 …ｲﾛ、
Ⅷ〃…、｡ノ

3， 420円

一F1－'. 、

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3， 420円



｡

領収証 （
１
１
１
‐
７ 令和3年9月Z5－日

､><蟇、
様易一雨I

､

沼津

静岡

山梨
富士lll

■■■■
〆

了時F8分がき
‘〆

夢占"’ 、

駐車時間

／ 駐車料金

,L

新富士駅富士山口駐車場
オー ケー

パーキングOK
…了
静岡県富士市柳島276－7

TEL(0545)61-8321



様式第1－1号

癖番号 I 57

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

一
轤
蝿
翻
睾

R 8（

△
Ｕ
’
に
．

月
一

一
６

叱
一
謝
罪

属
味

Ｉ
Ｉ

Ｏ
２０３

経費項目 識蕊職費･研修費･鰯紘熱費･霊繍誇瀧謄･舞譲･資料臓蹟建迩勘･事務費，率讃･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和3年8月26日～ 年 月 日 金額 4， 401 円

目的 I
I同祁.ーv〆グー…vン”Ⅱ月脱骨Wu

使途 ’
瀬T間購翫:科． （静1町・朝日・畠士・缶I判ノ

一一一●グ軍■H一寺

県政との

関連性 ’
■ ｡ も U ■g ■r‐一マゾ凸一一■守 ℃ グロ帝一や■ グ 寺 q＝F ー●～ｰへ一”ワ③一.プーロ〆、 ■a－U 寺 〆 Uー一

、E則又尋向1,｣1平"〆

領収証（口座振替）
支店 区域 順確 NC

0」 006 006 1■■■※は軽減税率対象です

（有） 星野新聞
静岡県富士市緑町1－28

公明党県議団

鰯 本店 0545-52-0376

ご[躯式ありがとうこさいます､本江13‘ごｲ昇存下さい､全額そのｲ世を訂正したもの臥舞効です､

振

様

｢一一

１
‐
Ｌ

係 I
1

’

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

11RllX ＃霊(a)

8， 802円

案分率(b)

1／2

50％

…動活動費支仕j額(a×り

4， 401円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

目的

使途
4ソ1 1月』蝦印し'1可 、印しソ凶

政務活動

県政との

関連性

戸 、 ﾛ U巴 0犀レ寺〆､~ーﾛ己で 、 〆J,ー■一戸■jー､一目一一』ツー一U～8ヶ、巳4ーU●〆■ー＝〆

､、I県』1入盲況ロ1.JT十〃〆

領収証

公明党県議団御中

朝刊休刊日は9月13日付朝刊です 誌売新聞・静

新聞の配達・集金等に関するお問合せは有限会社
お気軽に当店までお申し付け下さい
フリーダイヤル0120－185049

（証券恥103-2021/08/2413:12:06)

２
６

１
Ｊ

９
５

０
４
－
５

陥
叩
４
Ｅ
〒
Ｔ

2021年8月分
( 23) 141.00自振

藻卿
rln虹 nm，

毎度､ご愛読いただきまLて
城にありがとうございます
合計金額には、消受税が
含まれています

岡新聞・

燕鶴
雨森
富士汁
1-5049

3，700 1 1 1

k読売新聞朝刊 1 3，700

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

飼収書金額(a)

3， 700円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1， 850円



様式第1－1号

鑿琿番号 59

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

経費項目 稗f嬢･研修費･醜広報費 会議費･資料ｲ癖･鰯購入費･事務費･蒻弼漬･人件費

内 容 知事要望（高速料金）

年月 日 令和3年8月26日～ 年 月 日 金額 2， 270円

一一-､

目的
天凹尹V些入』し、おl＝一トエノソ〆l ノレ"へり翫尋厘八j牙迅V上l夫jソーー＝和,1」ノ

使途
I司唾不刑垂（ 邑工′～′ 雨11町 口半二I孝月巳山～量エノl l ノ

関連性

大凹争W-XjLへ海I菫､二uノソ刊ノレハ懸毒ILX1 W-I詞9名)宗…圭痙1」v，､入些唾JJ員八』ﾉJひ筵却､αﾉ、

今後の県政に反映させていく

、､n貝lt比言只直'l,J1平"’
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ご利用ありがとうございます。

1 1 一

| ｜ ご利用ありがとうございます。 ‘

利用証明書’｜利用証明書

夕ャ
NEX症⑪

中日本

料金所(自） 富士

料金所(至） 静岡

21年8月26日

11時24分

通行料金 ¥1， 260－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

取扱番号

AIO108-261010-664421

※通行料金は消安税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会ｻｰビ
ｽで印字されたものです。
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ダ▼
NEXrn
－－－■

中日本

料金所(自） 日本平久能山
料金所(至） 富士川スマート

21年8月26日
14時55分

ｽ遡行科･金 ¥1, 010-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

取扱番号

A10108-261019-141025

蕊通行料金は消費税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書書金額(a)

2， 270円

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2， 270円



様式第1－1号

－5~5可

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団。早JII育子）

巽焉一鶚50％

…采三・

目的

使途
刈ソ↓1月』拭骨印凹可 、Hnエ 再Hノ

政務活動.

県政との

関連性

r q も ■Uq qF己嘩で〆9－ー■で も 〆■帝一毛■ プロ己－－シーー一－”wU一U〆■■ U〆､ ロ己一■ 卓 〆 5－ 一

く領収書貼付枠＞

(]3-DB-301購読料 | *8'50DI田畑新聞店

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する



様式第1－1号

轄理番号 61

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

経費項目 溶艫･研修費･醗蝿費悪鮠蕊鱸慰資膿M織費鮮総入費嬢務費轆脅人件費
内 容 団会議（高速料金）

年月 日 令和3年8月31日～ 年 月 日 金額 2, 020円

目的
＝〃I,rコーロ錘I上がJv 。L， ワノコメこ．ワリー’1，枩呉1口』Uノr。Z廿守Vーノv・坐丁Jつロ4－ﾉ巳延1』ソ

使途
同〕丞予卜壷（ 邑工ｿl l ′～口,牛ﾕ偶人目E山口,牛･半然目E山へ′ 邑工ｿl l ノ

関連性

会派会議を行い､9月定例会代表質問の内容等について意見交換を行い今後の県政に反映

していく

＜領収割占付枠＞

A15108-312347-111922
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取扱番号

溌通董魁金は消弼税率10%対象です。
※本利用祉明苔はETC利用照会ｻｰ
ｽで印字されたものです。

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

鱸鴻認'疑盲r撫鴻蕊,i蕗熱

I

遡行科･金 ¥1, 010-

車種 1

NEX｢n
’

21年8月31日

中日本

9時19分 15時53分

■
Ⅱ
叩
■
■
Ｉ
■
●
■
０
口
“
■
１
５
■
■
８

|取扱番号
iA15108-312361-559626
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※通行料金は箔費税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

利用証明書

通行料金 ￥1， 010－

車種 1

ご利用ありがとうございます。

一
一

21年8月31日

▼

｝

＝e▽一色ロー■ﾛｰﾛﾛｰ■一ー“一・ー■一■ーー‐■■一●■一毎－一画一一＝←■＝■･一■＝-●－*①－■■－■■一曲一一■･一・・一一一稗一■･一■■－■■－■●

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

っ諺
NEXrn

中日本

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

11HDI又…荷貝laノ

2， 020円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2, 020円



様式第1－4号

轄理番号 62

支出諏処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・ 早JII育子 ）8月分】【

(経費項目別充当調

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行"&m)

※領収書による充当方式

・積上げ誌 ：領収書金額（円）×走郁雛Gn,)/総走行距離（上記C) (km)

・充当限度割合による案分:領収書金額（円）×充当限度割合

＜支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますも 議員氏名

く領収書貼付枠＞

※別紙

犀ﾛ院一堂八一〆 、 岳崗〃、幸バ、 l…甦賠1.雷丸圭t｣_H缶／一、〃1－、

案分の理由

私用での利用があるため案

分する

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回喧近⑳給油B 総走行距離C=B一A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

経費項目 走行"f(knj 積算方法※ 充当額(P ）

事務費 円× km/ km

18， 216円

1／2

50％ 9， 108円



唇ぉ害篠鶴“
p…lJ(クレジット領収害〉
－一一一一一一一317865

ハートランド宮十錯油所
TELO545-52-3829

サガミシ･一ド株式会社
静岡県震-t市日乃出町1
TELO545-52-3829

’
2021年8月13日

17目05
壼卜

HAYAK
出光ｸﾚｼﾞｯﾄ

出光ゼアス

IC

P-22(内）

@147.0 4239円Ｌ４８
１

８
０

２

００２１０
． Z 【

4雪Zag円
385円）

合曾1－
〔内、消賛税等(10.00%）＝計

内一消曹税弓

一一一一一一一一一=一一－一一

DrivePay毒問合せ番号■■■■

l

l
l

支払灰分：一括
承認No.0叩0004630

端末処理通番：22058

伝No: 10097 担当:8800
伝No: 10526 担当:8800 |

’

唇お害糠擢”
IDMTsU(クレジット領収書〉
二二二二二一_一 n,7R31786

eお客様嬢≦
IDEmTSU(クレジット領収醤）
-

-317865

5 1
ハートランド富士蛤油所
TELD545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

｜
’

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

－

2021年8月29日
16:O3

IKUKO"

諦卜

HAYAKAWA

2021年8月26日
10:51

壼卜

HAYAK

出池ﾚｼﾞ外

出光ゼアス

AW KUK⑥鴨 出光ｸﾚｼﾞｯﾄ

出光ゼアス

IC

P-25〔内）
§145.0 3167円 ’P-25(内）

@145.0 5393円
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口
０
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０

３

００２１０ ’
合苫十 S"16了円
〔内、消費税等(10.0噸 288円）

’

合言卜
(内、消費税等(10.00%）

5s393円
490円）

i

l
舜ﾉ‘画分：一括
承隠ND.0000004689

端末鰯別番号：0817501317865
端末処喪彌番:24446 ATC:0038
IC/MS鰯別子: IC
AIDEAUOOOOOO651010

JCBGredit

カードシーケンス番号：01

DrivePayお間合せ番号

支払灰分：一括
承認No.0000004671
端末処理通番目24162

伝Nq: 10633 担当:8800

伝NO: 11314 担当:8600
’

#7,/'扉ﾘﾉ3.1/‘十1
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